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商工農林課の
R2募集 及び 補助事業

入居資格 ◯製造業・ソフトウェア業等を新規に創業しようとする方
◯新規創業後、間もない企業または個人で、研究開発と新製品開発に意欲のある方
◯既存企業で、新分野へ進出するための研究開発や新製品開発に意欲のある方

共 益 費 30,000円／月～　※各部屋で使用する電気・電話・インターネット使用料等は実費負担

「Ｂ.Ｉプラザさかき」入居者募集

　坂城駅前にある創業支援施設「Ｂ.Ｉプラザさかき」では、ものづくりの拠点として、産業の高
度化・情報化及び新産業の創出を支援しています。新規創業や新分野へ進出しようとしている方
や企業の皆さんへ施設の提供を行っており、随時入居者の募集をしています。

「けやき横丁」テナント入居者募集

　商業支援施設「けやき横丁」は、新規商業者の支援・育成施設です。テナントに入居し、新し
く商業での創業をされる方を募集しています。

さかきブランド事業補助金

　地場産業の振興と地域の活性化を図るため、「さかきブランド商品」（以下、「ブランド商品」）として、
町を広く内外にＰＲできる商品の開発、またはその販売に取り組む団体などを支援します。

４月１日(水)～５月7日(木）募集期間

補 助 率 補助対象経費の２分の１以内　【(1)(2)は上限20万円　(3)は上限５万円】

補助期間 令和3年３月31日まで

対 象 者 ブランド商品の開発またはその販売に取り組む団体または事業者

対象事業 (1)ブランド商品を開発し、商品化するための生産設備を整備拡充するための事業
(2)ブランド商品の開発、商品化、または既存商品を改良し、新しく商品化するための事業
(3)ブランド商品の販売を促進するための事業

入居資格 〇商業を新規に創業しようとする方
〇新規創業後、間もない方で商業運営に支援の必要な方
※応募者多数の場合は、審査会により入居者を決定します。
※入居申込書等は商工農林課窓口にあります。

坂城町大字坂城６４０６－１（横町通り）貸 部 屋

床 面 積 21.7㎡

共 益 費 40,000円／月（光熱水費別）

◎申込・問い合わせ先　商工農林課　℡75－6207（直通）

※補助を受けるには、事業着手前に申請が必要となります。

坂城町大字坂城６３６２－１貸 部 屋

床 面 積 36.00㎡～
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コトづくりイノベーション補助金

坂城町商業店舗リフォーム（利活用）補助金

坂城町クラウドファンディング活用支援補助金

　町内で新商品や企業化、需要の開拓など、新たな事業の創出を促進し、地域経済の活性化を図
るため、予算の範囲内で、クラウドファンディングを活用して事業を行う創業者及び中小企業者
を支援します。

クラウドファンディングに係る匿名組合契約（※）の締結に要する費用のうち、金融
商品取引業者に対して支払う組成手数料に相当する経費

対象経費

クラウドファンディングを活用して事業を実施する者（事業所）で、町内に住所（事業
所）を有し、坂城町商工会の推薦を受けていること

対 象 者

補 助 率 対象経費の10分の10以内（上限100万円）

※出資者（匿名組合員）が、特定の営業者の営業のために出資し、生じた利益の分配を受ける契約形態。

　これまでの「ものづくり」に、「創られたモノによって人や地域にどのような豊かさや価値が
与えられるか」という視点を加えた新たな「コトづくり」への転換を推進し、町内に集積する
様々な技術や知識を活かした新たな価値創造による新製品開発などを支援します。

　商業の活力と賑わいを創出し、町内の経済の活性化を図るため、商業店舗のためのリフォーム工
事の費用の一部を補助します。

○町内で新たに商業店舗を出店する法人もしくは個人事業主
○既に町内にて商業を営む法人若しくは個人事業主

対 象 者

対象経費 ○空家、空店舗、空倉庫などを商業店舗に供するためのリフォーム
工事に要する経費、並びに付帯施設の設置に要する経費
○既に町内にて創業している商業店舗のリフォーム工事に要する経
費、並びに付帯施設の設置に要する経費

補 助 率 補助対象経費の３分の２以内（上限50万円）

補助期間 令和３年３月31日まで

施工業者 町内に本社を有する法人または町内に住所を有する個人事業主

募集期間 ４月15日(水)～５月29日(金)

対 象 者 【町内事業者】町内に主たる事業所を有する事業者
【企業グループ】・町内に主たる事務局を有し、町内事業者が半数以上を占めるグルー

プまたは団体
　　　　　　　・町内事業者を代表企業とし、中小企業者、大企業、大学、研究機関

などの複数の企業が集まって構成するグループ

対象事業 ○町内ニーズに対応した新製品開発などに取り組む事業
○町内資源を活用した新製品開発などに取り組む事業

補 助 率 補助対象経費の２分の１以内（上限100万円）

補助期間 令和３年３月31日まで

◎申込・問い合わせ先　商工農林課　℡75－6207（直通）

※補助を受けるには、事業着手前に申請が必要となります。

※補助を受ける場合は、事前にご相談ください。

※補助を受ける場合は、事前にご相談ください。


